
石川県警察学校における公衆電話機設置希望者の募集について

１／２

施設及び所在 石川県警察学校本館 （石川県金沢市小立野１丁目262番地）

使 用 目 的 公衆電話機の設置

設置する場所、 石川県警察学校本館 １階エントランスホール 【図面番号３】

種類及び数量 公衆電話機 １台

使用許可面積 0.05㎡

許 可 期 間 令和５年４月１日～令和10年３月31日

ただし、選定時に提示した提出書類の内容を下回らないことを条件に、一度

に限り５年を限度とした更新を可能とします。

申 込 期 間 令和４年11月21日(月)～令和４年12月５日(月) 午後５時まで

申込書の交付等 公衆電話機の設置を希望する方に申込書を交付し、交付時に申込要領等につ

いて説明します。

１ 交付期間

令和４年11月21日(月)～令和４年12月２日(金)

（土曜、日曜、祝日を除く、午前９時から午後５時までの間）

※ 説明を伴うため、事前に来庁希望日時を電話でお知らせください。

２ 交付及び申込書提出場所

〒920-8553 石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県警察本部警務部会計課管財係

電話 (076)225-0110 （内線 2273）

申 込 方 法 上記交付場所へ、申込書及び指定書類を持参ください。

設置者の決定 申込書記載の内容に基づき、国有財産使用許可業者選定委員会において審査

し、設置業者を決定します。



石川県警察学校における公衆電話機設置希望者の募集について

２／２

参 加 資 格 １ 予算決算及び会計令第70条及び第71条に該当しないものであること。

２ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場

合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

はないこと。

３ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員を利用するなどしている者ではないこと。

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

している者ではないこと。

５ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしている者ではないこと。

６ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者ではないこと。

７ 暴力団又は暴力団員及び３から６までに定める者の依頼を受けて公募に参

加しようとする者ではないこと。

許 可 条 件 等 １ 使用許可については、国の施設の行政財産使用許可（国有財産法第14条第

１項第７項）に該当し、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱い

の基準について」（以下「基準」という。）が適用されます。

２ 申込みの際に提案した行政財産使用料を負担すること。

ただし、その使用料は基準により算出した額以上とします。

３ 公衆電話機の設置及び撤去にかかる費用を負担すること。

４ 設置する公衆電話機は、10円、100円硬貨及びプリペイドカードが使用でき

る機種とすること。

令和４年11月21日

国有財産部局長 石川県警察本部長


